第一部　辰巳ダム建設と辰巳ダム裁判
何故、辰巳ダム建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問　何故、辰巳ダム計画が持ち上がったんですか。
　　　　答　最初の計画では、多目的ダムを建設するとして、治水や発電をうたっていますが、本当の目的が、よく解りません。内川ダムの完成で、犀川のダムによる洪水対策は終わっていたはずです。建設の目的は、あいまいであったとも言えると思います。
　　　　答　その頃、犀川の中上流地域で、冬季の火事で消防車が入れず、悲惨な状態になりました。住民が橋の建設を要請したところ、ダムであれば、国の補助もでると、ダム建設に代わったとも言われています。

ダム建設計画の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問　どんな風に進められたのですか。

答　1974年に、石川県は予備調査を始め、1983年に国の建設事業計画に採択されると用地調査、測量を始めました。1991年には、「辰巳ダム建設事業全体計画」をきめて推進しました。1992年には、ダム建設に先立って、付替えの市道として工事用道路の建設に着手しました。
問　反対運動が起きましたね。

答　そうです。地元の有力な方は、初めから橋の建設を要望しておられて、ダムの建設に反対されました。

ずさんな治水計画であったこと、歴史的遺産である辰巳用水の取り入れ口が水没すること、さらには、予定地周辺の自然環境を大きく破壊する計画であったために、市民運動が盛り上がり、世論の大きな批判を受けました。ダム建設計画は、一時頓挫しました。

答　しかし、このような市民運動に参加された人々に、陰に、陽に圧力が加えられたんですよ。このことを忘れてはなりません。

計画を変更後、強引に推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問　その後、どうなりましたか。

　　　　答　はい、石川県は、頓挫した計画を、2005年に多目的ダムを治水ダムに変更し、ダムの位置をほんの数十米上流に変え、これで取入口は残るとして計画を強行しました（犀川水系河川整備計画）。
　　　　　　実際には、周辺の自然的環境は完全に破壊されました。その上、ダムという巨大な人工物の片隅に置かれる「取入口」となり、川筋もかわってしまいした。歴史的遺産としての東岩の取入口は破壊されました。
問　建設予定地の中に、共有地が作られましたね。
答　そうです。もう、20年以上も前になります。審議会や委員会を巻き込んだ石川県の強引な推進に抗して、地元の地権者（すでに、なくなられましたが）は、反対の力を強めるために、土地を提供されました。多くの市民や共有地の地権者は、必要ないばかりか、他の治水工事をおろそかにする有害な計画として、辰巳ダムの建設に反対してきました。

共有地の土地収用と取消訴訟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問　予定地内に建設に反対する人々の私有地がありますから、簡単には、ダムは建設できないでしょ。石川県はどうしたんですか。
　　　　答　そうですね。本来、石川県は、十分事業の意義を説明し、地権者を説得し、土地を買収しなければなりません。しかし、実際は、多くの有権者に対する説得をしないままに、その共有地を強制的に購入手続きをする許可を国（北陸地方整備局）へ申請したのです（土地収用法の適用）。

問　それに対してどうしましたか。

　　　　答　地権者の有志が原告となって、土地収用をとめ、ダム建設を中止させるために、裁判を提起しました。

「土地収用法に基づく事業認定処分」の取消を求める訴訟です。つまり、石川県は、2007年１月、事業（犀川辰巳ダム建設事業）認定申請書を北陸整備局へ申請し、その事業予定地内にある土地収用を申請した。これに対して、国（北陸整備局）は、2007年11月許可しました（土地収用法20条に基づく事業認定処分）。その処分の取消を求めたわけです。
答　ダム建設にあたって、『十分な検討、諸要素の正当な評価がおこなわれたかどうか』が争点です。
土地収用法20条3号は、土地収用の用件として『土地の適正かつ合理的利用』をもとめており、「今回の県の行為が、『重視すべき諸要素、諸価値の不当、安易な軽視』していなっかったかどうか」が問われているのです。そのことが裁判の争点になっています。
　　　　答　さらに、具体的には、自然環境、歴史的遺産、治水、利水、土砂崩れ、穴あきダム、代替手段との比較などが、国との争点になっています。
裁判の経過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問　裁判はどんな風に進んでいますか。

答　裁判では、まず、原告（ここでは、ダム建設に反対の人々）が準備書面

　　（原告側の意見）を提出します。これに対して、被告（国）が反論を書面として、提出し、陳述します。

答　これに対して、原告が再反論を書面として提出し、陳述します（多くの場合は、提出で陳述とみなされます）。今は、この段階です。

　　　　答　6月26日に裁判の一部として裁判官が争点の場所をみてまわりました。
　　　　　　いよいよ、裁判も本格的論争の段階へ入ってきたのではと思います。
裁判に勝利し、ダム建設を中止させ、復元をめざします。
